
 

 

令和８年 第１３回 

 

 

北本市議会改革特別委員会会議録 

 

 

令和８年 １月３０日 開  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 本 市 議 会 



－1－ 

議会改革特別委員会 

 

 １．開会年月日  令和８年１月３０日（金） 午後 ２時０８分 

 ２．出 席 委 員  工 藤 日出夫 委 員 長   中 村 洋 子 副委員長 

          桜 井   卓 委  員   小久保 博 雅 委  員 

          湯 沢 美 恵 委  員   島 野 和 夫 委  員 

          高 橋   誠 委  員   永 井   司 委  員 

          滝 瀬 光 一 委  員   大 嶋 達 巳 委  員 

          保 角 美 代 議  長 

 ３．欠 席 委 員  （０名） 

 ４．説明のため出席したもの（０名） 

 

 事務局職員出席者 

関 口 智 明 局 長 佐 藤 慎 也 参 事 

金 子 瑠 美 主 査 兼 Ｇ Ｌ 小 林 範 之 主 査 

 



－2－ 

開会 午後 ２時０８分 

 

○工藤日出夫委員長 ただいまから第13回議会改

革特別委員会を開会いたします。 

  議事に入る前に、委員会傍聴についてですが、

本日の委員会の傍聴については、これを許可し

ますので御了承ください。 

  ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０８分 

再開 午後 ２時０９分 

○工藤日出夫委員長 休憩を解いて再開いたしま

す。 

  本日の日程につきましては、お手元に配付い

たしました日程表のとおりです。 

  日程第１、議会改革に関する意見交換会につ

いてを議題といたします。 

  皆さんのところに今日の配布資料でアンケー

トの結果と各グループの報告資料が配付されて

いると思います。 

  まず、アンケートの結果につきましては、私

のほうから報告させていただき、その後、各グ

ループのファシリテーターの方にそれぞれのグ

ループの報告をしていただき、そのことについ

て皆さんと意見を交換しながら協議していきた

いと、このような段取りでおりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

  それでは、議会改革に関する意見交換会のア

ンケートの集計の結果について、私から申し上

げさせていただきます。 

  参加人数は24名で、グループワークに参加し

た人数は22名で、アンケートにお答えいただい

た方は18名でございました。回答者の属性とし

ては、40代が２名、50代が２名、60代が２名、

70代が９名、80代が３名、市内が17名で、市外、

在勤の方が１名という状況でございました。 

  意見交換会の運営については、参加しやすか

ったかということに対しては、回答した方が15

名、参加しにくかったという方が３名、理由は、

ほかのイベントと重なった、情報提供が不十分

というような内容でございました。 

  内容の分かりやすさについては、よく分かっ

たが７名で、大体分かったが８名、あまり分か

らなかったはゼロで、分からなかったが１名で、

未回答が２名という状況でございました。 

  意見交換会については、よく分かった、大体

分かったというふうに回答された方の主な御意

見としては、「今回だけでなく、できるだけ多

くの市民と対話できる交換会を開催してほしい」

「膝を突き合わせてたくさんの発言・意見が言

えてよかった」「いろいろな参加者がいるので

進行がスムーズに進められないと思った」とい

うことでした。分からなかったと回答された方

の主な御意見としては、「目的や役割分担、時

間配分の説明が不足しており、何のために意見

を出すのか、出た意見をどう議会改革に生かす

のかが分かりにくかった」というような御意見

でございました。 

  議員定数についての意見、現在の定数が20人

ということについては、現状20人でよいと回答

した方が13名で、減らしたほうがよいが２名、
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増やしたほうがよいが１名で、分からない・そ

の他と回答された方が２名という状況でござい

ました。 

  裏面にいきます。 

  同じように、議員定数について、現状でよい

と回答した方の主な御意見につきましては、

「多用な意見を反映させるため、これ以上減ら

す必要はない」「近隣市との比較ではなく、北

本市として必要ならば維持すべき」「議員は市

民と市政を結ぶ重要な役割を持っており、削減

には反対」「多角的な議論には１委員会あたり

６～７人程度が必要であり、現行の定数は妥当」

というふうに御意見を寄せていただきました。 

  減らしたほうがよいと回答した方の主な意見

につきましては、「定数を減らすかわりに報酬

をアップし、年金制度を復活すべき」という御

意見でございました。 

  増やしたほうがよいという方には、特に御意

見は記述されていませんでした。 

  分からない・その他については、「定数につ

いては削減ありきの資料に見え、削減数の算定

方法や根拠、合理的理由が示されていないため、

定数を示すのであれば、その考え方と根拠を明

確にすべき」という御意見をいただいておりま

す。 

  議員報酬についての意見につきましては、金

額は妥当であるという方が１名、高いのではな

いかという方はゼロで、安いのではないかとい

う方が９名、分からない・その他が７名で、未

回答は１名でございました。 

  主な意見として、金額が妥当であるというこ

とについては、意見の記述はありませんでした。 

  安いのではないか（上げたほうがよい）とい

う回答については、「若者が議員になろうと思

える待遇と、それに見合った報酬が必要」「議

会活動に集中するには、報酬だけで生活できる

金額に上げるべき」「専業として働くなら民間

並みの報酬が必要。その代わり、週40時間程度

の活動や報酬に見合う実績の公表を義務付ける

べき」という御意見がございました。 

  分からない・その他については、「議員報酬

はもっと多い印象があった」「定数と連動だけ

でなく、活動内容に見合った必要経費を出すべ

き」「生活できない、保険料が重いといった意

見が多いが、常勤労働者の給与と比較すること

自体に疑問がある。住民感覚に即した客観的な

比較が必要」というような御意見をいただきま

した。 

  また、５として、議会に対する御意見や御要

望をお聞きしたところ、全部で５つの御意見・

御要望がございました。「３つの常任委員会と

市民の意見を聴く会の設定を考えていただきた

い」「議員の資質向上と自己研鑽の継続が必要」

「議員の皆さんはよく頑張っていると思う」

「議員改革の検討を議会の特別委員会だけに任

せていいのか。目標の2026年６月までに特別委

員会は議会基本条例に基づく方向性で最終答申

がまとめられるのか」といったような御意見・

御要望がありましたことが今回アンケートをま

とめた結果の報告でございます。 
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それでは、このアンケートの結果または御

意見等も踏まえながら、これからは、各グル

ープに分かれていろいろとお話し合いをして

いただいたことについて御報告をしていただ

きたいと思います。 

  順不同で、私の手元にある順番でいきたいと

思います。 

  それでは、桜井委員からよろしくお願いいた

します。 

○桜井 卓委員 ５グループを担当させていただ

きました。市民の方は５名いらっしゃったと思

います。 

  まず、１番目の議員定数については、議員定

数の削減については、慎重・反対という意見が

多数を占めました。５人中４人は明確に削減に

は反対という意見でした。 

  その理由としましては、定数削減は少数政党

やマイノリティの方の意見の切捨てにつながる

おそれがあると、民主主義の根底を揺るがす懸

念があるので、これは大反対だと。それから、

効率を重視した多数決の至上主義には疑問があ

って、市民の多様な困難に目を配るためには一

定の定数確保が不可欠であるというような意見

がございました。 

  また、意見として、定数削減に明確に反対と

いうことではなかったんですけれども、なかな

か明確に判断をする基準が見当たらないという

ことで、どういうふうに言っていいか難しいと

いう意見で、なかなか、これ定数、何人が適正

なのか分からないという意見もございました。 

  それから、この報酬との関係の中で、定数を

減らして報酬を上げる、報酬を上げるために定

数を減らすような選択というのは最悪だという

ような意見もございました。 

  それから、報酬についてです。若手の議員の

確保と生活保障の観点から、現状維持または増

額をすべきだという意見が大半でした。ほとん

どでした。議員活動のみで生活できる金額、具

体的に幾らぐらいですかと言いましたら、600

万とか1,000万とかということで具体的な額を

おっしゃっていた方もいらっしゃいました。現

状でずっと据え置かれている現状、物価高の影

響もあって厳しいのではないかという意見です。 

  また、現役世代が生活を維持していくには不

十分だろうというような意見がございました。

また落選のリスクもあって、十分な報酬がなけ

れば有能な若者が立候補を断念してしまうので

はないかと。現状では地盤・看板を持つ者に有

利な構造になっているのではないかと。魅力あ

る選択肢にするためにも報酬の設計を考えなき

ゃいけないのではないかというような議論があ

りました。こちらに関してもおおむね引き上げ

たほうがいいのではないかというような意見が

中心でした。 

  その他に関してです。こういった削減の議論

が起こる背景にあるものとして、議会での発言

あるいはレポートなどの報告、こういったもの

を十分に行わない議員の存在があるのではない

かと。年数回の発言は義務であって、任務を果

たすべきなんじゃないかというような意見がご
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ざいました。 

  それから、こういった数の議論をすることじ

ゃなくて、議員個人の資質の向上をするために

も研修等をもっとやったほうがいいのではない

かというような意見がありました。 

  ただ、北本市議会全体としては、非常に協力

をしてうまくやっているのではないか、頑張っ

ているほうではないかというような肯定する意

見もございました。裏面のほうは、その他に関

連するものということで、定数とか報酬以外の

意見ですね、このような意見がありましたとい

うことで参考に紹介しておきます。 

○工藤日出夫委員長 ありがとうございました。

全体で４グループの意見を全部述べていただい

た後に、主に議員定数と議員報酬というのが今

回の意見交換会のメインのテーマでしたので、

そのような協議を少し進めていきたいと思って

おります。 

  それでは、続いて大嶋委員。 

○大嶋達巳委員 それでは報告します。 

  詳細については、後ほどよく読んでいただき

たいと思いますので、概略説明します。 

  ２番の議員定数についてですけれども、全体

的には現状のまま、あるいは削減しなくてよい

という意見が多かったと思います。その理由と

しては、多様性が失われることへの懸念である

とか民意を反映してほしいということでした。 

  この２番のところの一番下にありますけれど

も、「議員として全然喋らない人がいるので不

要ではないか」と、こういう意見があったんで

すけれども、これは定数とは関係ないんですけ

れども、一応あったということで、これに関し

ては、しゃべらないから仕事をしていないとい

うことではないということも説明していますし、

実際そうだと思いますので、これは必ずしもそ

うではないんですけれども、ただ、市民との意

見交換会の中で出てきた意見で、市民の方にこ

う映っているんであるとすれば、これは何か考

える必要があるのではないかと、これは議会の

品位というか議会の評価につながることなんで、

大事ではないかと思います。 

  ３番の議員報酬についてですけれども、全体

的には上げてもいいのではないかという意見で

した。ただ、報酬を上げればよい人材が集まる

のかという疑念もありましたし、活動の結果、

政務活動費で賄えないのであれば自腹になって

しまうということの問題、活動すれば費用がか

かるということの認識はいただいていたのかと

思います。 

  裏面いきまして、４番、その他ですけれども、

もっと広く意見を集める必要性があるのではな

いかという意見がありました。そのためには、

開催場所だとか回数、案内の方法などを改善す

べきと、これは、前回の意見交換会だけではな

くて、議会報告会等も含めて、議会としてやる

べきことではないかというような意見が多かっ

たと思います。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 それでは、湯沢委員のグル

ープ、お願いいたします。 
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○湯沢美恵委員 ２グループです。 

  議員定数と報酬についてということで、分け

ずに、参加された方お一人ひとりにそれぞれ発

言をしていただいたものについての要約を書記

に書いていただきました。 

  特別委員会で現在扱っております議員定数や

報酬については、特別委員会でなくて審議会を

つくって審議会の中で行うべき、扱うべきこと

であって、特別委員会の諮問から外すべきでは

ないかという意見。それと、定数においては、

多いとか少ないとかいった判断基準の比較がな

く決めづらいので、基準の明確化というのも必

要になってくるのではないかという意見があり

ました。 

  それと、今回の特別委員会の報告会のように、

市民との直接的な意見交換というのは有意義で

ありますので、委員会の役割や議題設定は実態

とかみ合わせていって、何回でも開いていただ

ければということ。それと、議員定数に関する

話で、委員会で北本は運営しているという話の

中から、委員会の議論の質を担保するために委

員の数は６ないし７名が望ましいという提案が

あり、少人数、３名とか４名では意見が偏って

しまうのではないかという御意見もありました。 

  若い方において、現行の報酬では生活が困難

だということ、そして４年ごとの選挙で職を失

うことになるということ、さらにベースアップ

がないとか退職金がないとか、年金や社会保険

は国民年金や国民健康保険で不安なども挙げら

れています。 

  公務員や、いわゆる普通の会社などのところ

では勤勉手当の取扱いとか、公務員と比較して

病休などの制度の差についても不公平なのでは

ないかという意見も出されました。 

  裏についてです。 

  議員の報酬については、上げるべきであると

いう御意見を明確にお答えになれられた方も１

名いました。全体的に下げるべきだという意見

は出ておりませんでした。 

  そして、議員が何をしているのかが分かるよ

うに発信するということが重要で、専門家や市

民からの意見をきちんと取り入れていく必要が

あるのではないかという御意見がありました。 

○工藤日出夫委員長 議員定数と議員報酬等につ

いての意見交換会と、それに関連した意見が述

べられたようでございます。 

  それでは、滝瀬委員のところ、よろしくお願

いいたします。 

○滝瀬光一委員 出された意見は、このアンケー

トの集計結果にあるように、議員定数は現状で

よいという人の割合が非常に高く、そしてまた

議員報酬においても現状安いのではないかとい

うような方々だったようであります。 

  そのアンケート結果と同じように、議員定数

のところについては、やはり多様化という視点

から一定の議員が必要ではないかという意見、

一方、削減という御意見もございましたけれど

も、その方は、人口規模の近い自治体と比較し

て北本市は多い印象だという、そんな意見もご

ざいました。 
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  次のページにいきまして、報酬に関しては、

３番のところで、議員を削減してその分を報酬

に反映させる考え方もあり得るというような発

言もございました。 

  あとは、４番、５番、６番は、この議員定数

と議員報酬には直接関わるような意見というの

は特になかったかな……、４番のところであれ

ですね、先ほど来あるように、議員定数を減ら

しても十分な議会として活動ができるのかどう

かというような問題提起がありました。あとは

５番、６番については、直接、定数それから報

酬に関するものではないので、ペーパーを後ほ

ど見ていただければと思います。 

  最後のページでも、同じ方だったと思うんで

すけれども、他市町村との比較調査を丁寧に行

うべきとの要望がございました。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 それでは、それぞれのグル

ープの中で出た意見等について発表をしていた

だきました。 

  私が聞いた範囲内では、グループごとで大き

な発言の違いということはあまり感じ取れなか

ったんですけれども、今発言されたものを含め

て皆さんから、まず議員定数の問題について、

それぞれのグループの中の意見的なものを集約

すると、アンケートでも現状のままがよいので

はないのかといったような、そういう意見が多

かったような私も印象を持ちました。 

  ただ、22人から24人ぐらいの参加者で、これ

が市民の意見の全部ですよということは無理が

あるんじゃないかというところの御意見もあり

ましたので、これらについて、もう少しこの委

員会中でそれぞれの意見を少し共有していきた

いと思いますので、ぜひ何か御発言、御質問と

かありますでしょうか。 

  小久保委員いかがですか。 

○小久保博雅委員 私は、大嶋委員のグループで

したけれども、定数に関しては、アンケート結

果とほとんど同じように、現状維持でいいんじ

ゃないかという意見が多かったと思います。 

  一つあったのは、やはり減らすのであれば、

何で減らしてもいいのかという根拠をはっきり

示すべきだ、これは、逆に増やすときも一緒で

すけれども、どうしてこれ、例えば２人減らす

なら、２人減ってもこうだという、単に感覚だ

けで減らしたり増やしたりというのはいかがな

ものかという意見があったと思います。 

  以上ですね。 

○工藤日出夫委員長 今、小久保委員から、全体

の同じような内容ではありますけれども、減ら

すなら減らすなりの根拠を示す、増やすなら増

やすなりの根拠はきちんと示さなければならな

いんじゃないかというような意見があったとい

う、印象も含めて意見としてございましたけれ

ども、永井委員は自分の行っているところでど

のような感じになりましたか。 

○永井 司委員 滝瀬委員と同じグループだった

んですけれども、やっぱり意見はいろいろ多様

な意見をいただいたのと、この委員会の中で話

している内容とも重複していることも多々あっ
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たなと感じておりまして、直接市民の皆様から

御意見いただけたのは本当にありがたいかなと

思いました。先ほど委員長おっしゃられたよう

に、この意見だけをもって決めるというのはな

かなか難しい、市民の皆様から意見をいただい

たわけではないというのは本当におっしゃると

おりだと思いますので、もし定量的なデータが

欲しいのであれば、例えば議会だより、特集を

組んで、例えばＱＲコードとか載せてアンケー

トをつくって広く意見を諮るとか、そういった

方法をしたほうがいいんじゃないかなと思いま

した。 

  あるいは、そういったものをやる必要がある

かどうかは話し合う必要があると思うんですけ

れども、最終的に我々で決めなきゃいけないこ

とでございますので、当然、なので、正直その

議論は出尽くしているかなと感じましたので、

早いうちに議決でも取ってしまったほうがいい

のではないかと感じました。 

  以上でございます。 

○工藤日出夫委員長 アンケートを取るというの

も一つの方法ではあると思います。ただ、最終

的にやっぱり決めるのは維持機関である議会の

議員の皆さんですので、それをどのように受け

止めていって最終判断するかというのは、まさ

に我々の責任のところにかぶっているんだと思

います。 

  島野委員は参加してどんな印象でありました

か。 

○島野和夫委員 私も滝瀬委員のところで市民の

皆さんと意見交換させていただきました。 

  基本的に参加者がちょっと年配の方が多かっ

たのかなという印象があって、もうちょっと若

い人の意見を聞きたかったという、そういう気

持ちもあります。 

  やはり、これまであったとおり、議員定数に

ついては、削減すべきだという強い主張の人は

１、２名いましたが、それ以外の方は現状維持

がいいということで、やはり削減することによ

って、民意が反映されないのではないかという

意見が多かったような印象があります。 

  個人的には、私も議員活動がなかなか見えに

くいという市民からの声を多く聞いていました

ので、それをいかに反映させて、それにはやっ

ぱり政務活動費、あるいは議員報酬を活用して、

議会報なりそういったものを１人でも多くの市

民にお伝えするという、そういう私の考えもあ

りましたので、そういった意見の方もいました

ので、共有できるかなという印象です。 

  やはり議員活動がもうちょっと見える化、そ

してその活動をする、いかに環境を整えるのか

というのは、我々、今後も北本市議会を次にし

ょって立つ若い議員がどんどん出てきてもらい

たい、そういう思いで、我々もそういったもの

についてもうちょっと展開していくべきと感じ

ました。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 議会の活動がなかなか見え

ないという意見てよく聞くんですよね、今、島

野委員からありましたように。また市民の人も、
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議会を見てやろうという意識との交換性の中に

そういうものが出てくると思うので、議会の情

報発信機能の強化という諮問もいただいていま

すから、これらはワンセットの中で考えながら、

議会活動がもう少し市民にきちっと届いていく

ということは非常に重要なのかなというのは、

私も感じました。 

  高橋委員も記録係をやられておりましたけれ

ども、どんな印象で、また自分のところだけじ

ゃなくて、ほかの方の発表を聞きながらどのよ

うに感じましたか。 

○高橋 誠委員 私が参加したグループは５人い

たんですけれども、１名は、全く、今回勉強し

に来ましたということで、議会とはどういうも

のなんだろうということで参加をされた方がお

られました。年代層は多分60代以上の方が皆さ

んで５名だったのかなと、発言された方は４名

といったところでしたけれども、４名とも議会

の定数については、現状でいいのではないのか

なという中で、やはり、その基準を出すために

はやっぱり外の機関にもしっかりと諮ってやる

べきではないかといった御意見もございました。 

  やはり、今このアンケートを見ましても40才

代からというところですので、さきほど永井委

員も言われましたけれども、若い方の意見も、

答えてくれるかどうかは別として、一度やって

みるのもありなのかなと感じました。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 若い人たちだけを対象にし

て意見交換会をするというのは、この間議会報

告会でもそういうお話もありまして、それも一

つの形ではあるんだろうなというのは私もそう

思います。 

  副委員長はいかがでございますか。 

○中村洋子委員 私は、湯沢委員、高橋委員のグ

ループにいたんですけれども、いつも傍聴に来

てくださる方が大勢集まっていたので、活発に

意見は拝聴しましたけれども、やはり、この意

見交換会１回で結論を出すんじゃないよという

ことは言われましたし、１回で終わるという形

ではあまりにも物足りないような状況、せっか

くこうしてグループごとに話合いができるとい

うシステムが分かったんで、やはりそれは続け

ていく、いろんな、どういうふうな形化して続

けていったほうがいいかなというふうな思いは

しました。 

○工藤日出夫委員長 一通り発表された方、そし

てその発表を聞いた方の今回の定数のことにつ

いての交換会の中での意見を聞きました。全体

で報告されていることと大きく変わってくると

いうことはあまりないのだろうと思いますけれ

ども。 

  次に、まとめてファシリテーターとして発表

していただいた方がほかのファシリテーターの

方の発表を聞いてどんな印象、またはどんな意

見をお持ちになられたのかということについて

少し議論を広げていきたいと思いますので、順

番でいうと、桜井委員は全体に自分以外のを聞

きながらどんな御意見がありますか。 

○桜井 卓委員 おおむね想定していた内容かな
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と、当然賛否両方あるんですけれども、全く反

対の意見も出ていたりするのはやっぱり面白い

なと思います。 

  それで、今後に向けては、先ほど来あるよう

に、今回参加者22人ということで、やっぱりこ

れだけをもって市民の意見を聞きましたという

のはちょっと乱暴な気がしています。今後、例

えば定数を削減するということになれば、条例

改正ということでパブリックコメントの実施は

不可欠になるのだろうと思うんですけれども、

やっぱり改正しない場合は、そうすると意見聞

かないで終わっちゃうのかという話にもなりま

すので、やはり広く意見を聞く場というのは設

けたほうがいいのかなと思っています。 

  私が子どもの権利の特別委員会をやっていた

ときは、あのときはちょうどコロナ禍というこ

ともあって、なかなか意見聴取の機会を確保す

るのが難しかったんですけれども、それでもＧ

ｏｏｇｌｅフォームを使ってネットで意見募集

をしたり、その前に子ども関係機関、いろんな

ところを回って意見募集に協力を求めたりとか、

あと駅前に行って、そこで意見を聞くなんてい

うこともやりました。それとは別に、リアルな

場で１対１で委員と話をしながら意見をもらう

なんていうこともやりました。時間の許す限り

そういったこともやってみるというのもいいの

かなと思っています。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 まだ私たちは今この12回は

全部委員だけでいろいろと議論をしてきまして、

この間初めて市民を交えて市民の意見を聞くと

いうスタートラインに立った。今回こういう報

告をしていただいて、当然、最終的にはいろん

な形で、もっと住民の御意見を伺っていく機会

はやっぱりつくっていく必要はあるんだろうな

という印象は強く私も思っております。 

  それでは、大嶋委員は、ほかの方の意見を聞

きながら自分のところと比較しながらどんな印

象を持ちましたか。 

○大嶋達巳委員 前回の意見交換会の中では、そ

ういう雰囲気もあったのかもしれませんけれど

も、例えば定数であれば現状みたいな感じにな

りましたけれども、また聞く場所を変えたりと

か聞き方を変えたりすることによってまたいろ

んな意見も出てくると思いますので、そういっ

たものを踏まえれば、様々な意見を聞くのも大

事かと思いますけれども、これ全部聞いてもな

かなか集約もまた逆にできなくなると思います

ので、一定程度情報を集めたら、その上で一定

の結論を出す方向に進めたらいいんじゃないか

なと感じました。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 確かに、特別委員会として

は、いずれにしてもどこかで結審をしていかな

ければならないのがありますので、そういつま

でもだらだらとやっていくということは難しい

ので、どんな形で意見を集約し、そしてどこで

最終的な判断をしていくのかというのはプログ

ラムをつくっていく上で非常に重要だというこ

とは私も認識しているところでございますので、
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それらも含めて進めていきたいなというふうに

は思います。 

  湯沢委員はいかがでございますか。 

○湯沢美恵委員 アンケートと同じように、減ら

す必要はないんじゃないかという意見が全体的

に多い中でも、議員定数は削減すべきだと考え

るという方もいらっしゃったということなので、

そのあたりの理由がもう少しはっきり分かれば、

こういう理由だから減らすほうがいいよという

ような明確な御意見をいただけたのかどうかと

いうのはちょっと気になるところではあります。 

  それと、この定数とか、あるいは報酬に関し

ての中で、全体的に感じられるのは、もう少し

議員の質の向上という言い方は問題かなと思い

ますけれども、もう少ししっかりやってほしい

なというのが聞いて取れるというか、というの

と、何をやっているのかということについてを

もう少し発信してほしいなという意見が全体的

に上がっているのではないかというところは印

象として持ちましたので、やはり20人いればい

いというだけじゃなくて、私も含めて一人ひと

りの議員がやっぱりそれなりに市民の皆様が御

納得いただけるような活動をしなくちゃいけな

いんだなということは改めて思いました。 

○工藤日出夫委員長 資質の向上ということにつ

いて、議会改革特別委員会という中ではなかな

か難しいテーマで、まさに一人ひとりの方の自

覚がまず最初にあって、それぞれがそれぞれの

方法でもって資質を高めていくということにな

って、一般的にはそういうことになっていくん

だろうとは思いますけれども、ただ、そういう

受け止め方を住民の方はしているんだなという

ことは今回の意見交換会の中では出てきたんだ

ろう思います。 

  滝瀬委員は、ほかの報告を聞きながら自分の

ところと比較しながら、何かお気づきの点があ

りましたらお願いします。 

○滝瀬光一委員 今回、意見交換会に参加してい

ただいた市民の方々、それぞれのグループに分

かれてはおりますけれども、その場で発言され

た内容についてはどこも同じような内容であっ

たかなと聞いていて感じました。 

  その中で、先ほど湯沢議員がその反対の人の

具体的な理由みたいなことを発言されましたけ

れども、それはうちのグループのほうで１人削

減すべきという比較的強い考え方を持っている

人がいて、先ほども言いましたけれども、類似

の団体との比較で、北本市は多いと、市民感覚

からすると議員定数を減らすべきというふうに

考えている人は、人口の規模で他市町村と比較

して言われるというケースが多いのではないか

なというふうに思います。 

  今回は、アンケートを書いていただいた18人

ですか、そのうち３分の２が70代、80代という

属性になっておりますので、もう少しその下の

若い人たちにも意見が聞けたらいいのかなとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○工藤日出夫委員長 今回の意見交換会における

議員定数の問題についての住民のお考え、そし
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て我々委員がそこに加わりながらその話を聞き

取り、そしてそれぞれの委員の方のお考えも含

めて一通りお話を伺う。 

  議員定数については、少なくとも意見交換会

の段階においては現状の定数でいいんではない

のかというようなことなんだろうなと思います

けれども、これをもって全てじゃ市民の意見も

聞きましたというにはちょっと人数も少ないで

すし、そういう意味ではもっと広く意見聴取を

していく必要があるということもある意味では

意見交換会をしてみて新しく課題として見えて

きた。 

  もう一つは、やはり減らすにしても増やすに

しても現状維持にしても、議員定数を客観的に

決めるための基準のようなものがあるのかどう

なのかという御意見も出ていたように思いまし

た。それについては、もう我々のこの委員会の

中でも桜井委員が幾つかの議員定数を決めるた

めの判断をするための条件設定みたいなお話も

伺いましたし、小久保委員が研修会で講師の方

から聞いてきた話も出ました。多分、地方自治

法上の規定も明確にあるわけじゃありませんの

で、まさに、最終的に決める、我々のところで

それらの判断基準を最終的にどうやって客観性

を持たせていくのかというのが、最終的にはそ

ういうところがどうしても求められてくるんだ

ろうと思います。 

  意見交換会も含めてここまでの議論の中でい

えば、当初、議員定数をどうするかという前に、

議会としてどういう議会にしていく必要がある

のかと、議会基本条例の目的、方針、そこへ沿

った形で、まず我々自身の議会の内容をもっと

きちんとした形を整えた上で、これをやるには

何人ぐらいがいいのかというような御意見もあ

ったと記憶しておるんです。 

  これから２月12日と25日と、それと３月２日

が当面予定している３回ありますので、ここで

ある程度議員定数の方向性みたいなものの特別

委員会としての方向性を出せれば出したいなと。

もう一回意見交換会のような市民を交えた話合

いが必要だということであれば、３月議会が終

わった４月ぐらいにどこかで設定をしてやるか

というようなことも必要ではないかなと思った

りはしております。 

  なかなか議員定数は、私の経験でいうと、最

終的にはえんやこらさと言ってやってきたとい

うのが多分これまでのやり方なので、なかなか

きちんとした定数に対する判断基準といったよ

うなものがあった上で、例えば26人を20人にし

たということではなく、最終的には26人を24人、

22人とか、いろんな意見があって最終的に20人

で採決したところ収まっているというので、過

去の定数の決め方については、今出ているよう

な形の基準というものが必ずしもあったわけで

はないので、もしそれを住民の人たちが納得で

きるように説明できるような基準というものを

まず示す必要があるというんであれば、どこか

できちんと議論をしていくかというのが必要に

なっていくのかなとは思います。 

  今、諮問をいただいているもので、この会議
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として一定の結論というようなところにいった

ものは、タブレットとそれと議会モニター、そ

れと議会報告会の在り方、それに発信機能の強

化と、それからもう一つあったな。今、議員定

数、報酬、通年議会はまだ検討していません。

議員間討議は、現在一定の方向性は出しました。

タブレットについては導入しない。授乳環境に

ついてはまだ手をつけていません。モニター、

議会発信機能、議会報告会の在り方については、

中間の意見をいただいておりますので、一つは

やっぱり定数の問題をどうするのかと、それか

ら通年議会の何か専業の……、議員が専業して

週40時間働けみたいな意見もありましたけれど

も、これをやるには通年議会になっちゃうのか

なと思うんですけれども、通年議会についても

一度議題に上げさせていただきたいと思ってお

ります。 

  今日のこの意見交換会の全体の意見集約みた

いなものを今聞きましたので、議事録をちょっ

と整理させていただいて、事務局と副委員長と

で一定の整理をさせていただいて、また皆さん

方のところにフィードバックします。 

  先ほど申し上げましたように、市民との意見

交換会というようなものをもう一回やるとする

と、もう４月ぐらいですよね、やれるとすると。

広報に掲載するとなると…… 

〔「今月中には決めたいです」と言

う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 今月中ですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 ４月のどこかで…… 

〔「２月12日の際に決まれば十分間

に合います。」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 そうですか。４月でいかが

ですか。 

  桜井委員。 

○桜井 卓委員 同じようなやり方をやっても、

また同じ人しか来られないと思うんですよ。で

すから、本当にやり方を考えなきゃいけないと

思っています。先ほど私からも言いましたけれ

ども、子ども権利のときには、例えば、朝、昼、

晩、土日で時間設定してやったんですよ。駅に

も出かけて行ってアウトリーチしてやっている

んですよ。そういうことをやらないで、また同

じようにどこかの場所に集めてやるといったら

同じ人が来るだけだと思いますよ。だから、そ

こはちゃんとやり方は考えなきゃいけないかな

と思います。 

  やはり、できる限りネットでも回答できるよ

うな環境が必要だろうなと思っていますし、次

もう一回やるのであれば、今度は、我々として

こういうふうにしたいという意見をちゃんとま

とめて、それに対して意見を伺うという形にし

ないと、ただ広く聞くということではないほう

がいいと思います。 

○工藤日出夫委員長 それはそのとおりです。 

  そういう方向でいかないと、いつまでたって

も結論は出ませんので、ある一定の方向性は出

した上でやりたいと思います。ですから４月か

５月ぐらいかなというふうには思っています。 
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  やり方も、この間と同じようなやり方では同

じような形になってしまいますので、先ほど桜

井委員が子どもの権利のときにやられたような

方法もそうだし、永井委員が提案されたような

形でアンケートを取ってくというのも一つの方

法なんだろうなということは私もそう思います。 

  ただ、今ここで、やるとなれば、もし会場を

取って何かやるということであれば、ある程度

広報にも出さないとすると、２月12日ぐらいの

会議で決めていかないとなかなか次の広報に載

らないという、それと場所の予約の問題なんか

もありますので。一番大きな問題は、やはり議

員定数の問題がそういう意味でいうと一番大き

な問題になっていくんだろうなとは思います。

あとは、議員間討議のようなものをもう少し住

民の皆さんにも理解していただく方法もあるの

かとは思います。 

  それでは、取りあえず、今日の意見の議事録

ができたところで、事務局と私と副委員長で全

体の方向性みたいなものを少しまとめたものを

皆さんにフィードバックしますので、次回の12

日にもう少し議論をできるだけ集約させていき

たいと思いますので、よろしゅうございますで

しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 それでは、議題の２、議員

報酬についてでございます。 

  議員報酬についても、意見交換会の中では

様々な形でお聞きはされていただいております

が、もう既に代表者会議等でも、また全員協議

会でもお話ありましたように、市長の諮問機関

である報酬審議会から議員報酬の引上げについ

ての答申をいただいております。これを今日の

代表者会議でも議運の協議会でもおおむね尊重

するという形の方向が出てまいりました。 

  ここで、これをこういう形で３月の議会に可

決しますと、取りあえず議員報酬については一

定の方向性が出てしまいますので、ここからこ

の議論をどういう形で進めていくのかというの

がなかなか難しいところがあるかなと思ってお

りますので、皆さんからの御意見をいただきな

がら、私としては、ここでこの議論については、

報酬審議会の答申を尊重するというような方向

で、これについては一定の結論は出したほうが

いいのかなというふうな理解の仕方をしており

ます。ここからいろんな議論をしたとして、さ

らに引き上げてくださいというような結論にも

なかなかならないし、といって、いや、さらに

引き下げるべきですという結論にもならないの

で、できれば議員報酬については、今度の答申

を尊重するというような中で、このことについ

ては一旦終結というふうな形にしたいと思って

いるんですけれども、いかがでございましょう

か。 

  大嶋委員。 

○大嶋達巳委員 報酬に関して、そういった形で

一応審議会のほうで出ていますけれども、取り

あえず前回の意見交換会の中では上げたほうが

いいと、具体的な金額は出ていませんけれども。

その一方で、例えばまた議員の活動が見えてい
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ないとか、見えるようにしたほうがいいんじゃ

ないかということも踏まえれば、活動するため

には当然費用がかかります。そういった部分で、

報酬とは別ですけれども、政務活動費、これに

ついてもっと議論する必要があるんではないか

と思います。ただ、それはここの委員会に付託

されている内容ではありませんので、ここで議

論すべきかどうか分からないんですけれども、

仮にできないのであれば、これはぜひ議運のほ

うで拾っていただいて、その議論を深めていた

だきたいなというふうに思います。 

  報酬に関しては、その直前で結論が１回市議

会で出ていますから、なかなかそこにもう一回

ということはできないと思いますので、そこは

難しいと思いますので。ただ、今までその報酬

についてもいろいろ議論もしましたし、意見交

換もしましたし、アンケートも取って上げても

いいような案もありますから、ただ報酬が上げ

られないのであれば、政務活動費も含めて、こ

れは議論したほうがいいのかなと思いますので、

御検討いただきたいなと思います。 

○工藤日出夫委員長 報酬については、報酬審議

会の答申が出されていますので、それはそれで

尊重するとしても、議員活動の活発化といった

ようなことになれば、それなりの経費負担も出

てくるということで、政務活動費についても議

論をということでありますけれども、この委員

会としては、議長からの諮問に対して協議をす

るということになりますので、この委員会で、

もう一回政務活動費についてという話にはなか

なか難しい。そうであれば、議運でということ

です。議会運営委員会がこの政務活動費につい

ての協議をするというのがなじむのかどうなの

かというのは、これはそういう要望がありまし

たということを議長にお伝えいたします。 

  ほかに、桜井委員。 

○桜井 卓委員 今回、報酬審議会のほうで答申

いただいたんですけれども、正直どういう議論

があってこの金額になったのかとかということ

はまだ説明を受けていないんですよね。内容が

ちょっと分からないところもありますので、今

の段階でどうこうということじゃなくて、もち

ろん審議会の答申なんでそれは尊重するんです

けれども、やはりそのあたり、どういう議論が

ってこういうふうになったのかというところを

判断しながら、よく聞きながら、今後我々が引

き続きまだ議論するのか、それとももうこれで

終わりにするのかというのは考えればいいので

あって、ちょっと今の段階ではまだ結論づける

のは早いのかなという気がしています。 

○工藤日出夫委員長 私としては、上げる下げる

という話のところにはなかなかいきにくいとい

うことだと思うので、といって、どういう議論

があって今回上げることになったのかというこ

とについては、報酬審議会の議事録については

非公開ということになっていますので、現実的

には分からない。分かるとすれば、この報酬審

議会の答申の中の４番目にある附帯意見という

ところが多分審議会の議論の要約した全てだろ

うなというふうに私としては受け止めておりま
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すので、仮に改革特別委員会の最後の答申の中

ではこの文言を引用させていただくしかないの

かなとは思ったりはしているんですけれどもね。 

  それぞれ報酬審議会の委員に何なんですかっ

て聞きに行くということも基本的にできません

し、委員会そのものが非公開になっていますの

で、あとは推測の域を出ないとすれば、ここに

書いてあることをもって我々も同じような共通

認識を持ちましたというようなところになるの

かなとは思うんですけれどもね。どうでしょう

か、皆さん。桜井委員のおっしゃることも大変

よく分かるのですが。 

  小久保委員。 

○小久保博雅委員 今回の意見交換会でも出てい

ましたように、議員の場合は報酬ですから、こ

れは対価としてもらうものですから、ベースア

ップがないとか退職金がない、国保、それから

国民健康保険、これはもう当たり前なんですよ

ね。給料じゃないんですから。給料は生活給と

か生活を守るためというのがある。でも、ここ

が一つ若い人の成り手が少ないというんであれ

ば、生活給ではないけれども、そこら辺の報酬

を出すべきではないか。それとも今のように物

価上昇分と近隣の市町村と比較してこのぐらい

でという考え方でいくのか。 

  今の額がどうだこうだこうだという議論より

は、そこまで北本としては若い人がどんどん、

「よし、これだったら俺も議員になろう」とか

ね、ただし４年たって落ちたら職はなくなるわ

けですけれども、そういう考え方で報酬を考え

るのかというような、私はそこのことをどうし

ようということを考えてはいかがなと思ってい

るんですけれども。すぐに結論は出るとは思い

ません。 

○工藤日出夫委員長 地方議会の選出は制度なん

ですよね。ですから、この制度の中で、若い人

が特段出るか出ないかということについては、

これはもう被選挙権者がどのような条件で考え

ていくか、４年に１回信託を受けなきゃなりま

せんので、どうしても、いわゆる一度就職して

定年までという話にはなりにくいので、それを

じゃどんな形で保障するのかというのは、今の

制度の中で、どういうつくり方ができるのかな

というのはなかなかあるので、その辺が我々の

議論の中で可能なものなのかどうなのかという

のはなかなか永遠の課題のような感じもしない

でもないですね。 

  そういうことも踏まえて、議員報酬について

は、一旦今回の答申は尊重しますけれども、若

い人たちがもっと議員になるための条件をこの

報酬の中でどうするのかという議論をする必要

があるんじゃないでしょうかと言えれば、当然

やる必要はあると思います。 

  ただ、現在の状況の中でどこまでそういうこ

とが可能になっていくのか、では引き上げまし

ょうといって特別委員会のほうの結論が出たと

して、結局最後はやっぱり報酬審議会で市長に

諮問をしていただいて報酬審議会がそうだとい

う形にならないとなかなか引き上げにくいとい

うようなこともありますので、ここら辺は悩ま
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しい。 

  桜井委員。 

○桜井 卓委員 多様な人材が議会に参画しやす

い環境を整えると。そこも踏まえてこれは検討

してくれているんだから、これをもって我々で

議論を終わりにしようと言っておきながら、若

い人がより参加しやすい観点でまた考えるとな

ると、もともとのこの根拠が全く分からないわ

けですよね。それも含めて考えてくれているわ

けです。中身は分からないですけれども。 

  だから、もしやるんだったら、もう我々とし

ては、報酬に関しては議論はできないというこ

とで、審議会にお任せするんだというスタンス

であれば分かるんだけれども、そうじゃなくて、

これはこれとして受けて、だけれども若い人が

参加しやすいように引き続き考えましょうとい

うのはちょっと二枚舌じゃないかなという気が

します。 

○工藤日出夫委員長 今回の引き上げる側の答申

の中に、こういう文言を入れることによって、

今回の引上げ金額の中の入れるような形になっ

たのかどうかというのは、それはちょっと私に

は分かりませんけれども、答申の附帯意見とし

てはそういう意見はあるということで。 

  これをもって、議会として、いわゆる制度を

どうするか、制度をどうやってうまく使って、

20代の議員定数の20人のうちの３分の１は30代

までで女性で何人みたいな、そういうことが可

能なのかどうなのかというのは、ちょっと私に

はなかなか分かりませんけれどもね。 

○工藤日出夫委員長 はい、小久保委員。 

○小久保博雅委員 私が言ったのは、若い人がど

うこうをここで考えなきゃということを言った

のではなく、今議論されている声を報酬審議会

も上がったら、やるとしたらもう正当的なこと

しかないんじゃないですかということを言った

だけで、ここでやろうとか、それを何とかとい

う意味で言ったわけではないので、誤解しない

でいただきたいと思います。 

○工藤日出夫委員長 そのとおりでございます。 

  ただ、特別委員会として、諮問をいただいて

いることについては、いずれにしても議論する、

でも、結論の方向に出たものについては、ある

程度結論はここですと言っていかないと、いつ

までたっても諮問事項がなかなかずっと残って

いきますので、一旦私は諮問を尊重するという

ところで、この議員報酬については、今回の議

会改革特別委員会の中では終結のような形にし

たらどうかなと思ったわけです。 

  滝瀬委員、何かございますか。 

○滝瀬光一委員 先ほど申し上げましたように、

委員長がそうおっしゃったんで、それでよろし

いんじゃないでしょうかと言いました。何かち

ょっとその視点から外れた意見なんかも出るよ

うになってしまったんですけれども、議会とし

て報酬審議会からの答申を受けて、それに基づ

いて議員報酬を改定するということにしたわけ

ですよね。だから、それをもってして、議長か

ら特別委員会に付託された議員報酬については、

取りあえず終結ということでよろしいのではな
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いでしょうか。 

  今後、仮に大きく状況が変わって、改めて報

酬について議論する必要性があれば、そのとき

すればよろしいんではないでしょうかね。 

○工藤日出夫委員長 私としてもそういうような

ところでいいんじゃないかなと、また必要なら

議会改革特別委員会に限らず、報酬については

何か議会基本条例の中にも委員会を設けるのか

なって書いていましたっけ、報酬は。 

〔発言する人あり〕 

○工藤日出夫委員長 暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時１３分 

再開 午後 ３時３４分 

○工藤日出夫委員長 それでは、休憩を解いて再

開いたします。 

  議員報酬については、先ほどの議長の説明に

もありましたように、代表者会議や全員協議会

では尊重するという方向で、なおかつ市長提出

議案でということについての方向性が出ていま

す。したがいまして、議会改革特別委員会に諮

問されました議員報酬についての取扱いについ

ては、ここは一旦これでもって集結したいとい

う提案をさせていただきましたけれども、それ

については、いや、もっと継続して協議したほ

うがいいのではないかというようなお話もあり

ました。 

  したがいまして、やめるのはいつでもできる

と思いますので、私の提案については、私が引

き下げますので、報酬については今後も継続し

て委員会の中で議論をしてまいりたいと思いま

すので、御了承いただきたいと思います。 

  以上です。 

  あと何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○工藤日出夫委員長 ないようでしたら、閉会を

副委員長にお願いいたします。 

○中村洋子副委員長 13回議会改革特別委員会を

閉会します。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時３６分 

 


